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行政だより

農林水産省・国土交通省・環境省の3省担当課長通知から

●持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想の見直しの推進について

25農振第1853号

25水港第2573号

国水下事第50号環

廃対発第1401301号
平成26年1月30日

各都道府県

集落排水担当部長

下水道担当部長

廃棄物処理·净化槽担当部長殿

農林水産省農村振興局整備部 農村整備官

水產庁漁港漁場整備部 防災漁村課長

国土交通省水管理・国土保全局下水道部

下水道事業課長

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部

廃棄物対策課長

持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想の見直しの推進について

汚水処理施設の整備は、「汚水処理施設の整備に関する構想策定の基本方針につ

いて」(平成7年12月19目付、環第278号、7-10、建設省都下企第66号、建設

省都下公第34号)、「都道府県構想の見直しの推進について」(平成14年12月4

日付、14農振第士1721号、14水港第2545号、国都下事第285号、環廃対第760号)

及び「人口減少等の社会情勢を踏まえた都道府県構想の見直しの推進について」(

平成19年9月14目付、19 農振第1045号、19水港第1801号、国都下事第226号、

環廃対発第070914001号)により都道府県構想の策定・見直しについて通知してい

るところである。

今般、人口減少や厳しい財政事情等を踏まえ、都道府県構想の見直しを徹底する

とともに、早期の汚水処理の概成を目指すため、農林水産省、国土交通省、環境省

の3省が連携して設置した「都道府県構想策定マニュアル検討委員会(委員長 古米

弘明 東京大学大学院教授)」での審議を踏まえ、3省統一の「持続的な汚水処理シ

ステム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル」(以下、「新マニュアル」とい

う。)を策定したところである。

これまで都道府県構想については、定期的(5年を基本とする)に内容を点検する

ほか、社会情勢の変化等に合せて適宜見直しを行うようお願いしているところであ

り、都道府県においては、新マニュアルを踏まえ、アクションプランを含めた都道
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行政だより

府県構想の平成26年度以降の早急な見直しを推進するとともに、都道府県構想のも

ととなる市町村の汚水処理施設整備の構想についても新マニュアルを踏まえて見直

すよう技術的助言を行うなど貴管内市町村と連携を図られたい。

なお、新マニュアルの趣旨は下記の通りであり、都道府県におかれては、貴管内

市町村に対してこの旨周知いただくようお願いする。

記

1 未整備地区における汚水処理の早期概成

・汚水処理施設の整備区域の設定にあたっては、各種汚水処理施設の有する特

性を踏まえ、経済比較を基本としつつ、整備や運営を含め、時間軸等の観点

を勘案すること。

・人口減少等を踏まえた各種汚水処理施設による整備区域の適切な見直しを行

うこと。その上で、今後10年程度を目途に汚水処理の概成(地域のニーズ及

び周辺環境への影響を踏まえ、各種汚水処理施設の整備が概ね完了すること)

を目指した各種汚水処理施設の整備に関するアクションプランの策定を行う

こと。

アクションプランの策定に際しては、整備に長期間要する地域については、

早期に汚水処理が概成可能な手法を導入するなどの弾力的な対応を検計する

こと。

・水環境の保全(高度処理の必要性、早期整備による水環境改善等)、施工性や

用地確保の難易度、処理水の再利用(農業用水としての再利用等)、汚泥の利

活用(エネルギー利活用及び堆肥化による農地への利用等)の可能性、災害

に対する脆弱性などの地域特性、住民の意向等も勘案すること。

2 既整備地区の効率的な改築・更新及び運営管理

持続可能な汚水処理の運営を行うため、既整備地区において長期的(20~30年)

な観点から効率的な改築・更新や運営管理手法について検討すること。

3 その他

都道府県構想の見直しは、汚水処理に関する部局を中心に、関連部局と緊密

な連絡調整を図り、市町村と連携して行うこと。

実効性のある都道府県構想を策定するため、基礎調査段階からの住民意向の

把握に努めるとともに、策定した都道府県構想の内容や進捗管理のためのベ

ンチマーク(指標)の公表を行い、都道府県構想の見える化を図ること。

・汚水処理の早期整備のため、各都道府県内において先行して策定した市町村

のアクションプランを都道府県構想に先行して公表することも検討すること。

・都道府県構想策定後は目標の達成に向け、ベンチマーク (指標)をもとにし

た進捗状況を定期的(例えば、1年毎等)に公表すること。
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農林水産省・国土交通省・環境省の3省担当課長通知から

●持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル 1

行政だより

持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル

○都道府県構想の目的

市街地のみならず農山漁村を含めた市町村全域において、各種汚水処理施設の整備

並びに増大する施設ストックの長期的かつ効率的な運営管理について、地域のニーズ

を踏まえ、適切な役割分担の下、計画的に実施していくために、都道府県が市町村と

連携して策定(平成7年の3省通知に基づく制度)。

●新しいマニュアルのポイント

①人口減少や厳しい財政事情等を踏まえ、都道府県構想の徹底した見直しを加速させる

ため、汚水処理を所管する国土交通省、農林水産省、環境省の3省統一して作成した

初のマニュアル。

②汚水処理施設の整備区域の設定は、経済比較を基本としつつ、時間軸等の観点を盛り

込むこととした。

今後10年程度を目標に、「地域のニーズ及び周辺環境への影響を踏まえ、各種汚水処

理施設の整備が概ね完了すること」 (概成)を目指し、効率的かつ適正な整備手法の選

定(図-1上段)を行うとともに、アクションプランでは早期整備の観点から弾力的な

対応を検討する (図-1中段)。

水環境の保全(高度処理の必要性、早期整備による水環境改善等)、施工性や用地確保

の難易度、処理水の再利用(農業用水としての再利用等)、汚泥の利活用 (エネルギー

利活用及び堆肥化による農地への利用等)の可能性、災害に対する脆弱性などの地域

特性、住民の意向、人口減少等の社会情勢の変化も勘案する。

③持続可能な汚水処理の運営を行うため、未整備地区の整備手法だけでなく、長期的

(20~30年)な観点から既整備地区の効率的な改築・更新や運営管理手法についても

併せて検討することとした(図-1下段)。
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行政だより

農林水産省・国土交通省・環境省の3省担当課長通知から

●持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル 2

持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル
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図-1 時間軸を考慮した汚水処理施設整備手法の概念
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